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選挙管理委員会規則

鳥取県選挙管理委員会規程の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県選挙管理委員会委員長 相 見 愼

鳥取県選挙管理委員会規則第１号

鳥取県選挙管理委員会規程の一部を改正する規則

鳥取県選挙管理委員会規程（昭和26年鳥取県選挙管理委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

鳥取県選挙管理委員会規程 鳥取県選挙管理委員会規程

目次

第１章 組織（第１条－第５条）

第２章 会議（第６条－第９条）

第３章 委員長の職務権限（第10条－第12条）

第４章 事務局及び職員（第13条－第20条）

第５章 文書（第21条－第23条）

（文書の取扱い）

第18条 委員会の文書の収受、審査及び施行等の処理

に関しては、知事の事務部局の例による。

第18条 削除

第５章 文書 第５章 公布式及び公印

（公印）

第22条 略 第22条 略

（文書の取扱い）

第23条 委員会における現用公文書の作成、整理、保

存その他の管理に関する事項については、知事の事

務部局の現用公文書の管理に関する定めの例によ

る。

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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教 育 委 員 会 規 則

現業職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県教育委員会委員長 笠 見 幸 子

鳥取県教育委員会規則第３号

現業職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則

（現業職員の給与に関する規則の一部改正）

第１条 現業職員の給与に関する規則（昭和32年鳥取県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

略 略

備考 この表に定める給料月額に1,000分の978を乗 備考 次に掲げる職員の給料月額は、この表に定め

じて得た額（その額に50円未満の端数が生じたと る給料月額にそれぞれに定める割合（他の職員と

きはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数 の権衡上必要と認められる限度において教育委員

が生じたときはこれを100円に切り上げるものと 会が別に定める場合は、その割合）を乗じて得た

する。）を給料月額とする。 額（その額に50円未満の端数が生じたときはこれ

を切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じた

ときはこれを100円に切り上げるものとする。）

とする。

(１) 職務の級が１級又は２級である職員

1,000分の994

(２) 職務の級が３級である職員 1,000分の959

備考 改正部分は、下線の部分である。

（現業職員の給与に関する規則及び現業職員の給与の特例に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 現業職員の給与に関する規則及び現業職員の給与の特例に関する規則の一部を改正する規則（平成18年

鳥取県教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１～５ 略 １～５ 略

（給料の切替えに伴う経過措置） （給料の切替えに伴う経過措置）

６ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける ６ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける

職員で、その者の受ける給料月額が次の各号に掲げ 職員で、その者の受ける給料月額が次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額 る職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

に達しないこととなるもの（教育委員会が定める職 に達しないこととなるもの（教育委員会が定める職
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員を除く。）には、平成24年３月31日までの間、給 員を除く。）には、給料月額のほか、その差額に相

料月額のほか、その差額に相当する額を給料として 当する額を給料として支給する。

支給する。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

７ 前項（第１号に係る部分に限る。）の規定の適用 ７ 前項（第１号に係る部分に限る。）の規定の適用

により他の職員と著しい不均衡を生ずる場合におい により他の職員と著しい不均衡を生ずる場合におい

ては、他の職員との権衡上必要と認められる限度に ては、他の職員との権衡上必要と認められる限度に

おいて、平成24年３月31日までの間、教育委員会の おいて、教育委員会の定めるところにより、必要な

定めるところにより、必要な調整を行うことができ 調整を行うことができる。

る。

８ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることと ８ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることと

なる職員について、任用の事情等を考慮して前２項 なる職員について、任用の事情等を考慮して前２項

の規定による給料を支給される職員との権衡上必要 の規定による給料を支給される職員との権衡上必要

があると認められるときは、当該職員には、平成24 があると認められるときは、当該職員には、前２項

年３月31日までの間、前２項の規定に準じて、給料 の規定に準じて、給料を支給する。

を支給する。

９及び10 略 ９及び10 略

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 職務の級及び号給が２級74号給から125号給までである職員（以下「特定職員」という。）に対する第１条

の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則（以下「新規則」という。）別表第１の規定の適用につい

ては、平成27年３月31日までの間、同表の備考の規定中「1,000分の978」とあるのは、「1,000分の986」とす

る。

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、同

日において第２条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則及び現業職員の給与の特例に関する規則

の一部を改正する規則附則第６項から第８項までの規定の適用を受けていた職員であって次の各号に掲げるも

のには、平成25年３月31日までの間、給料月額のほか、当該給料月額と当該各号に定める額の差額に相当する

額を給料として支給する。

(１) 職務の級が１級又は２級である職員であって、アに掲げる額がイに掲げる額に達しないこととなるもの

イに掲げる額から、アに掲げる額とイに掲げる額の差額に２分の１を乗じて得た額（その額が１万円を超

えるときは、１万円）を控除した額

ア その者の受ける給料月額

イ その者が平成18年３月31日において受けていた給料の月額（同日において現業職員の給与に関する規則

の一部を改正する規則（平成18年鳥取県教育委員会規則第２号）附則第７項本文の適用を受けていた職員

にあっては、同項の規定の適用がなかったものとした場合の給料の月額）に1,000分の978（特定職員にあ

っては、1,000分の986）を乗じて得た額（その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円

以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。）

(２) 職務の級が３級である職員であって、アに掲げる額がイに掲げる額に達しないこととなるもの イに掲

げる額

ア その者の受ける給料月額



- 5 -

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号

イ その者が施行日の前日において受けていた給料の月額から１万円を控除した額

４ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなる職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定に

よる給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成25年３月31日まで

の間、同項の規定に準じて、給料を支給する。

５ 前２項に規定する職員のうち、その者が平成25年３月31日において受ける給料の月額と同年４月１日におい

て受けることとなる給料の月額を比較して教育委員会が特に必要と認めるものについては、同日から平成26年

３月31日までの間の給料月額について必要な調整を行うことができる。

（雑則）

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
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鳥取県教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県教育委員会委員長 笠 見 幸 子

鳥取県教育委員会規則第４号

鳥取県教育委員会事務局等組織規則の一部を改正する規則

鳥取県教育委員会事務局等組織規則（昭和39年鳥取県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（本庁及び課内室並びに本庁機関の内部組織の設置） （本庁及びその内部組織並びに本庁機関の内部組織の

設置）

第３条 本庁として別表第１の第１項から第４項ま 第３条 本庁は別表第１の第１項から第４項まで、第

で、第６項、第７項、第９項、第10項及び第12項の ６項、第７項、第９項、第10項及び第12項の左欄に

左欄に掲げる課を置き、本庁の各課にそれぞれ同表 掲げる課とし、その事務を分掌させるため、それぞ

のこれらの項の右欄に掲げる課内室を置く。 れ同表のこれらの項の右欄に掲げる係、室その他の

内部組織を置く。

２ 略 ２ 略

（本庁及び本庁機関の分掌事務） （本庁及び本庁機関の分掌事務）

第４条 本庁においては、次の事務をつかさどる。 第４条 本庁においては、次の事務をつかさどる。

教育総務課 教育総務課

(１)～(11) 略 (１)～(11) 略

(12) 本庁の各課及び本庁機関（以下「課等」とい (12) 各課等の予算経理、連絡調整及び庶務に関す

う。）の予算経理、連絡調整及び庶務に関するこ ること。

と。

(13)～(22) 略 (13)～(22) 略

教育環境課～スポーツ健康教育課 略 教育環境課～スポーツ健康教育課 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

（課内室の分掌事務） （係等の分掌事務）

第５条 本庁の課内室の分掌事務は、本庁の各課の長 第５条 本庁の内部組織の分掌事務は、本庁の各課の

がこれを定め、その都度教育長に報告しなければな 長がこれを定め、その都度教育長に報告しなければ

らない。 ならない。

２ 略 ２ 略

（職制） （職制）

第７条 課等、本庁の課内室及び本庁機関の内部組織 第７条 本庁の各課及び本庁機関（以下「課等」とい

に、それぞれその長を置く。 う。）並びに本庁及び本庁機関の内部組織（以下

「係等」という。）に、それぞれその長を置く。

２ 略 ２ 略

第８条 前条に掲げる職の職務は、次に掲げるとおり 第８条 前条に掲げる職の職務は、次に掲げるとおり

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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とする。 とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 課長補佐及び主幹 課等の長又は室長を助け (５) 課長補佐及び主幹 課長を助けて、課等の事

て、課等の事務に従事し、課等の長又は室長に事 務に従事し、課長に事故がある場合は、その職務

故がある場合は、その職務を代行する。 を代行する。

(６)～(11) 略 (６)～(11) 略

（教育局の設置） （教育局の設置）

第13条 次の表の左欄に掲げる教育局に、その事務を 第13条 次の表の左欄に掲げる教育局に、その事務を

分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる係及 分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる係等

び担当を置く。 を置く。

略 略

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

１ 教育総務課 １ 教育総務課 総務担当、給与担当、人事担

当、企画調整担当、福利担当、

教育行政監察担当

２ 教育環境課 ２ 教育環境課 管理・施設助成担当、高等学校

整備・情報化担当、建築技術担

当

３ 小中学校課 ３ 小中学校課 就学助成担当、管理係、指導係

４ 特別支援教 ４ 特別支援教 総務担当、管理係、指導係

育課 育課

高等特別支援学校準備室 高等特別支援学校準備室

略 略

６ 高等学校課 ６ 高等学校課 学事担当、管理係、指導係

高校教育企画室 高校教育企画室

７ 家庭・地域 ７ 家庭・地域 管理担当、地域社会教育担当、

教育課 教育課 家庭教育担当、生涯学習振興係

略 略

９ 人権教育課 ９ 人権教育課 社会教育担当、学校教育担当

育英奨学室 育英奨学室

10 文化財課 10 文化財課 管理担当、文化財係

歴史遺産室 歴史遺産室

略 略

12 スポーツ健 12 スポーツ健 総務担当、体育・スポーツ担当

康教育課 康教育課

健康教育室 健康教育室

別表第２（第18条関係） 別表第２（第18条関係）

附属機関 担任する事務 庶務担当機関 附属機関 担任する事務 庶務担当機関

鳥取県教育 鳥取県教育審議会条例 教育総務課 鳥取県教育 鳥取県教育審議会条例 教育総務課

審議会 （平成18年鳥取県条例 審議会 （平成18年鳥取県条例

第12号）第３条の規定 第12号）第３条の規定

による教育委員会又は による教育委員会又は

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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知事の諮問に応じて行 知事の諮問に応じて行

う学校教育、生涯学 う学校教育、生涯学

習、青少年教育、文化 習、青少年教育、文化

芸術等の振興に関する 芸術等の振興に関する

重要事項についての調 重要事項及びスポーツ

査審議及びこれらの事 の振興に関する重要事

項についての教育委員 項についての調査審議

会又は知事に対する建 並びにこれらの事項に

議に関する事務 ついての教育委員会又

は知事に対する建議に

関する事務

略 略

鳥取県立博 博物館法第20条の規定 博物館 鳥取県立博 博物館法第20条に基づ 博物館

物館協議会 に基づく博物館長の諮 物館協議会 く博物館長の諮問に応

問に応じて行う館長に じて行う館長に対する

対する意見具申に関す 意見具申に関する事務

る事務

鳥取県スポ 鳥取県スポーツ審議会 スポーツ健康

ーツ審議会 条例（平成24年鳥取県 教育課

条例第６号）第２条の

規定による教育委員会

又は知事の諮問に応じ

て行う鳥取県スポーツ

振興計画その他のスポ

ーツの推進に関する重

要事項についての調査

審議及びこれらの事項

についての教育委員会

又は知事に対する建議

に関する事務

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。
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公 安 委 員 会 規 則

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年３月30日

鳥取県公安委員会委員長 井 手 添 正

鳥取県公安委員会規則第２号

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県道路交通法施行細則（昭和35年鳥取県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公安委員会にする申請等の経由先） （公安委員会にする申請等の経由先）

第１条 略 第１条 略

２ 次の表の左欄に掲げる書類は、それぞれ同表の右 ２ 次の表の左欄に掲げる申請書は、それぞれ同表の

欄に掲げる機関の長を経由して提出しなければなら 右欄に掲げる機関の長を経由して提出しなければな

ない。 らない。

書類 機関 申請書 機関

略 略

運転免許取消申請書、運転経 鳥取県警察本 運転免許取消申請書及び第20 鳥取県警察本

歴証明書交付申請書及び運転 部運転免許課、 条の規定による申請書 部運転免許課、

経歴証明書再交付申請書、施 鳥取県自動車運 鳥取県自動車運

行規則第30条の12第２項の届 転免許試験場又 転免許試験場又

出書並びに第21条の３及び第 は住所地を管轄 は住所地を管轄

23条の届書 する警察署。た する警察署

だし、法第104 ただし、運転

条の４第１項後 免許取消申請書

段の申出を併せ にあっては、法

て行う運転免許 第104条の４第

取消申請書にあ １項後段の申出

っては、鳥取県 を併せて行う場

警察本部運転免 合は、鳥取県警

許課又は鳥取県 察本部運転免許

自動車運転免許 課又は鳥取県自

試験場とする。 動車運転免許試

験場とする。

（申請用写真の添付の省略） （免許用写真の添付の省略）

第19条の２ 施行規則第29条第３項（施行規則第29条 第19条の２ 施行規則第29条第３項（第29条の２第２

の２第２項において準用する場合を含む。）及び第 項において準用する場合を含む。）及び第30条の９

30条の９第３項の都道府県公安委員会規則で定める 第３項の規定により申請書に免許用写真の添付を要

申請用写真の添付を要しない場合は、当該申請を行 しないものとして定める場合は、当該申請を行う者

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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う者が免許の効力を停止されている場合以外の場合 が免許の効力を停止されている場合以外の場合とす

とする。 る。

（運転経歴証明書交付申請書） （運転経歴証明書の交付申請）

第20条 施行規則第30条の10第１項の運転経歴証明書 第20条 法第104条の４第５項の規定による申請は、

交付申請書は、別記様式第10号によるものとする。 別記様式第10号の申請書を公安委員会に提出してし

なければならない。

２ 施行規則第30条の10第２項の都道府県公安委員会

規則で定める申請用写真の添付を要しない場合は、

鳥取県警察本部運転免許課又は鳥取県自動車運転免

許試験場の長を経由して運転経歴証明書交付申請書

を提出する場合とする。

（運転経歴証明書の記載事項の変更の届出書） （運転経歴証明書）

第21条 施行規則第30条の12第２項の届出書は、別記 第21条 法第104条の４第６項の運転経歴証明書は、

様式第11号によるものとする。 別記様式第11号によるものとする。

（運転経歴証明書再交付申請書）

第21条の２ 施行規則第30条の13第１項の運転経歴証

明書再交付申請書は、別記様式第11号の２によるも

のとする。

（運転経歴証明書の返納の手続）

第21条の３ 施行規則第30条の14の規定による運転経

歴証明書の返納は、別記様式第11号の３の届書に運

転経歴証明書を添えて行うものとする。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

(１) 略 (１) 略

(２) 通行禁止の規制（カからコまでに掲げる車両 (２) 通行禁止の規制（カからコまでに掲げる車両

については、一方通行及び指定方向外進行禁止の については、一方通行及び指定方向外進行禁止を

規制（一方通行以外の通行禁止の規制に関連する 除く通行禁止の規制並びに一方通行以外の通行禁

指定方向外進行禁止の規制を除く。）を除く。） 止の規制に関連して設置された指定方向外進行禁

の対象から除外する車両 止の規制に限る。）の対象から除外する車両

ア～ケ 略 ア～ケ 略

コ 次に掲げる車両で、公安委員会の指定を受 コ 次に掲げる車両で、公安委員会の指定を受

け、当該用途のために現に使用中のもの け、当該用途のために現に使用中のもの

(ア)～(カ) 略 (ア)～(カ) 略

(キ) 療育手帳（知的障害者の福祉の充実を図 (キ) 療育手帳（知的障害者の福祉の充実を図

るため、児童相談所又は知的障害者更生相談 るため、児童相談所又は知的障害者更生相談

所（知的障害者福祉法（昭和35年法律第37 所（知的障害者福祉法（昭和35年法律第37

号）第９条第６項に規定する知的障害者更生 号）第９条第５項に規定する知的障害者更生

相談所をいう。）において知的障害と判定さ 相談所をいう。）において知的障害と判定さ

れた者に対して支給される手帳で、その者の れた者に対して支給される手帳で、その者の

障害の程度その他の事項の記載のあるものを 障害の程度その他の事項の記載のあるものを

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号



- 11 -

いう。以下同じ。）の交付を受けている者で いう。以下同じ。）の交付を受けている者で

あって、療育手帳に記載された障害の程度を あって、療育手帳に記載された障害の程度を

示す記号がＡであるものが使用する車両 示す記号がＡであるものが使用する車両

(ク)～(サ) 略 (ク)～(サ) 略

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略

別表第２（第７条の２関係） 別表第２（第７条の２関係）

路 線 名 区 間 路 線 名 区 間

略 略

一般県道淀江 西伯郡大山町安原地内一般国道 一般県道淀江 西伯郡大山町安原地内一般国道

インター線 ９号（山陰道）淀江インターチ インター線 ９号（山陰道）淀江インターチ

ェンジから米子市淀江町今津地 ェンジから米子市淀江町今津地

内今津交差点まで 内今津交差点まで

一般県道皆生 米子市皆生五丁目地内皆生交差

西原線 点から同市西福原一丁目地内西

福原一丁目交差点まで

略 略

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

第２条 鳥取県道路交通法施行細則の一部を次のように改正する。

別記様式第11号を次のように改める。

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号
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※
太
線
の
中
だ
け
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

フ　リ　ガ　ナ

（　　　　　　　）

 住 民 票  ・  保 険 証  ・  配達文書等  ・  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1 2
性別月

3

男昭和 平成
年 日

変
更
し
た
事
項

フリガナ

2

性別
電　話　番　号

（加入又は携帯）

番

公安委員会

県内異動

交
付
公
安
委
員
会

住・氏 住 住・氏

県外転入

住 氏

52

登録場所

年　　　　月　　　　日

資
料
区
分

交 付 年 月 日 ・ 番 号

現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
証
明
書

所属名：

※
運
転
経
歴
証
明
書
の
と
お
り
記
載
し
て

く
だ
さ
い

。

53 A1

運転経歴証明書番号

住 所

氏 名

51

け
ん
引

A3

取扱者：

氏　名　

受付場所 警察署

交　付

免許の
条件等

有無

番　　　号

別記様式第11号（第21条関係）

変更事項

局

運 転 経 歴 証 明 書 記 載 事 項 変 更 届

鳥取県公安委員会  様　　

　　県内異動　・　県外転入　

年　　 　月　 　　日

住所 ・ 氏名 ・ その他

●届出者氏名

氏　　　名

大
型
二

他 免許
の

種類

大
 

型

中
 

型二　　種　

普
 

通

大
 

特

大
自
二

普
自
二

登録審査責任者 登録票作成 登録者

小
 

特

原
 

付

確認方法

二・小・原

本　籍

住　所

フ リ ガ ナ

氏　　名

4

住　　所

生年月日

続柄（ 本人 ・ その他　　  　　　　　）

生年月日性別

　年　　　月　　　日

大正 女

60 70

中
型
二

普
通
二

大
特
二

50

け
ん
引
二

東部 中部 西部
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 別記様式第 11号の次に次の２様式を加える。 

別記様式第11号の２（第21条の２関係）

写真

自　　宅

携　　帯

3 4

引換

確認方法 住民票・保険証・配達文書等・その他（　　　　　　　）

け

ん

引

二

1

盗難

2

新 住所

大

特

二

大

自

二

東部

登録審査責任者 登録票作成 登録者

受 付 場 所

経歴証明書
番 号

大

型

中

型

50

普

通

免許の
条件等

交付年月日
登 録 番 号

番号

二・小・原

他

住所

二種

交付

原

付

資料区分

サブコード

氏名

本籍

現
に
受
け
て
い
る
運
転
経
歴
証
明
書

普

自

二

60

再交付

※
　
太
線
の
中
だ
け
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

フリガナ

記
載
事
項
変
更
届

生年月日

氏名

性別

中部

月 日

年

年　　 　月　 　　日

亡失・滅失

　　　　　　　－　　　　　　　－

運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 申 請 書

鳥取県公安委員会　様

年

電話番号

日

　　　　　　　－　　　　　　　－

フリガナ

　

住所

大

型

二

月

小

特

普

通

二

免許の種類

大

特

登 録
年 月 日

年 月 日

交　　　　付
公安委員会

運転者区分

西部

新 生年月日

新 氏名
年　　月　　日

優良 一般 違反等
け

ん

引

警　察　署　受　理

警察署 取扱者

中

型

二

70

登 録 番 号

再 交 付

理 由

汚損・破損

 

 

 

 

け

ん

引

有無

大

型

二

免許

の

種類

大

 

型

中

 

型

普

 

通

大

 

特

大

自

二

普

自

二

小

 

特

原

 

付

中

型

二

普

通

二

大

特

二

け

ん

引

二



- 14 -

附 則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

別記様式第11号の３（第21条の３関係）

　　　　年　　　　月　　　　日　　　　

　  鳥 取 県 公 安 委 員 会　　様

氏名 印

　続柄（　本人　・その他　　　　　）

住 所

（ ふ り が な ）
氏 名

生 年 月 日 年　　　　月　　　　日（　　　歳）

　　　　年　　　　　月　　　　　日　交付

注　氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。

返 納 理 由

　　１　　再交付後の発見

　　２　　新運転経歴証明書と引換え

　　３　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

運　転　経　歴　証　明　書　返　納　届

返納する運転
経歴証明書の
記載事項

運 転 経 歴 証 明 書 番 号 第　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

交 付 年 月 日

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第38号


